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寒川町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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 提案理由 

行政手続における署名押印義務の見直しを図るため提案する。 

 

 



寒川町条例第 号 

 

寒川町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

 

寒川町固定資産評価審査委員会条例(昭和60年寒川町条例第17号)の一部を次のよう

に改正する。 

第4条中第4項を削り、第5項を第4項とし、第6項を第5項とする。 

第9条第5項中「記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない。」を「記載

しなければならない。」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



 

寒 川 町 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(審 査 の 申 出 ) (審 査 の 申 出 ) 

第 4条  （ 略 ）  第 4条  （ 略 ）  

2・ 3 （ 略 ）  2・ 3 （ 略 ）  

4 審 査 申 出 書 に は 、 審 査 申 出 人 (審 査 申

出 人 が 法 人 そ の 他 の 社 団 又 は 財 団 で あ

る と き は 代 表 者 又 は 管 理 人 、総 代 を 互 選

し た と き は 総 代 、代 理 人 に よ つ て 審 査 の

申 出 を す る と き は 代 理 人 )が 押 印 し な け

れ ば な ら な い 。  

（ 削 る ）  

5・ 6 （ 略 ）  4・ 5 （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(口 頭 審 理 ) (口 頭 審 理 ) 

第 9条  （ 略 ）  第 9条  （ 略 ）  

2～ 4 （ 略 ）  2～ 4 （ 略 ）  

5 前 項 の 口 述 書 に は 、次 に 掲 げ る 事 項 を

記 載 し 、提 出 者 が こ れ に 署 名 押 印 し な け

れ ば な ら な い 。  

5 前 項 の 口 述 書 に は 、次 に 掲 げ る 事 項 を

記 載 し な け れ ば な ら な い 。            

               

(1)～ (3) （ 略 ）  (1)～ (3) （ 略 ）  

6～ 8 （ 略 ）  6～ 8 （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

    附  則  

  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


